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１． 事業目的 

本市が現在運用中のデジタル防災行政無線設備は整備後約１０年が経過し、機器の老

朽化が進んでいます。また、令和９年度となる令和１０年３月には、現在導入している

防災行政無線の生産が終了となるため、総務省が推奨する直進性の高い電波方式（ＱＰ

ＳＫナロー方式）に移行します。それに伴い、各家庭や事業所等に設置している戸別受

信機の更新も行います。 

デジタル防災行政無線設備の再整備にあたり、豊富な経験と専門知識を持つ事業者に

よる再整備を進めるため、公募型プロポーザル方式により企画提案書の提出を求め、受

注候補者として最適と考えられる事業者（以下「最優秀提案者」といいます。）を選定し

ます。 

 

２． 工事の概要 

⑴工事番号    南あ防災第７－１２号 

⑵工事名     南あわじ市デジタル防災行政無線システム再整備工事 

⑶工事内容    別紙「南あわじ市デジタル防災行政無線システム再整備工事要求仕

様書」のとおり 

⑷履行期間    契約締結日翌日から令和１０年３月３１日まで 

※継続費に基づく複数年契約 

⑸仮契約予定日  令和７年８月１３日（下記１３参照） 

⑹工事費     １，９３４，０００千円（消費税及び消費税相当額を含む）以内 

＜各会計年度の上限額＞ 

・令和７年度 ６１７，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

・令和８年度 ６３４，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

・令和９年度 ６８３，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の

規模を示すものです。 

⑺支払条件 

① 前 払 金  有 

② 部 分 払  有 

③ 年割支払   有 

⑻担当事務局（書類提出・問い合わせ先） 

 南あわじ市危機管理部危機管理課 

 〒656-0492 南あわじ市市善光寺２２番地１（南あわじ市役所本館３階） 

 TEL:0799-43-5203､FAX:0799-43-5303 

 E-mail:kikikanri@city.minamiawaji.hyogo.jp 

 

mailto:kikikanri@city.minamiawaji.hyogo.jp
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３．現行施設の概要 

【親局設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 操作卓 選択呼出部、自動送出部、  

被遠隔制御部 

１台 

２ ６０ＭＨｚデジタル送受信装置 通信波用  

現用／予備 架型 １０ｗ 

１架 

３ 時差放送部  １個 

４ 監視制御部 アンサーバック付き 

子局監視制御用 

１個 

５ 遠方監視制御部 中継局監視用 １個 

６ 被遠隔制御部 遠隔制御装置用 １個 

７ サイレンパターン部 Ｆ３Ｅ（電子サイレン） １個 

８ ミュージックチャイム ＩＣカード式 １台 

９ チャイム用カード  １枚 

１０ 自動プログラム送出装置 Ｂ２型ディスク録音制御式 １台 

１１ ＣＤデッキ卓 卓のみ １台 

１２ ＣＤデッキ 編集用 １台 

１３ 自動通信記録装置 レーザープリンタ＋専用ソフト １台 

１４ 親局音声通話用遠隔制御器  １台 

１５ 遠隔制御装置 Ｂ型 ２台 

１６ 電子地図表示盤 ５０インチＰＤＰ １面 

１７ 電源装置（継続利用可能） ４８Ｖ ２５Ａ×２ ４００Ａｈ １台 

１８ 耐雷トランス（継続利用可能） 屋内据置型 ５ｋＶＡ 

（単相１００Ｖ） 

１台 

１９ 空中線 ６０ＭＨｚ ３素子八木型 １基 

２０ 空中線フィルタ ６０ＭＨｚ １台 

２１ 同軸避雷針 ６０ＭＨｚ １個 

２２ 空中線柱（継続利用可能） ＳＳ－４００ １本 

２３ 避雷針（継続利用可能） ＪＩＳ中型突針 １本 

２４ 戸別受信機 モニター用 １台 

２５ Ｊ－ＡＬＥＲＴ連動自動起動装置  １台 

２６ Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信装置  １台 
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【中継局設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 

 

無線送受信装置 親局向けアプローチ回線用 

５ｗラック型 

４架 

２ 無線送受信装置 子局向けサービス波用 ４架 

３ 被遠方監視制御部 対親局 ４個 

４ 直流電源装置（継続利用可能） ４８Ｖ ２５Ａ×２ ５０Ａｈ ４台 

５ 耐雷トランス（継続利用可能） 屋内据置型 ５ｋＶＡ 

（単相１００Ｖ） 

４台 

６ 空中線 ６０ＭＨｚ ３素子八木型 

（親局向け用） 

４基 

７ 空中線 ６０ＭＨｚ ３素子八木型 

（子局向け用） 

４基 

８ 空中線フィルタ ６０ＭＨｚ親局向け・子局向け ８台 

９ 同軸避雷器 ６０ＭＨｚ親局向け・子局向け ８個 

１０ 空中線柱 組立鋼管柱 柱体内配線・  

環境色塗装 

４本 

１１ 避雷針 ＪＩＳ中型突針 ４本 

１２ オートリセットブレーカー  ４台 

１３ 発動発電機（継続利用可能） ５ＫＶＡ自動起動 ４台 

１４ 中継局舎（継続利用可能）  ３式 

 

【簡易中継局設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 無線送受信装置 １Ｗ以下（電源部、端子部含む） ４式 

２ 空中線 ６０ＭＨｚ ３素子八木型 

（親局向け用） 

８基 

３ 空中線 ６０ＭＨｚ ３素子八木型 

（子局向け用） 

８基 

４ 空中線柱 組立鋼管柱 柱体内配線・ 

環境色塗装 

４本 

５ 避雷針 ＪＩＳ中型突針 ２本 

６ 電源接続箱 自復型遮断器付 ４台 

７ 同軸避雷器 ６０ＭＨｚ １６個 

８ 空中線フィルタ ６０ＭＨｚ １６個 
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【屋外拡声子局設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 屋外受信拡声装置 １Ｗ以下アンサーバック機能付き 

１２０Ｗ 

１２４台 

２ 空中線 ６０ＭＨｚ ３素子八木型 

（送受信用） 

１２４基 

３ 空中線柱（継続利用可能） 組立鋼管柱 柱体内配線・ 

環境色塗装 

２本 

４ 空中線柱（継続利用可能） Ｓ－６１０ ４本 

５ 空中線柱（継続利用可能） Ｚ－６ ４本 

６ 避雷針（継続利用可能） ＪＩＳ中型突針 ２本 

７ 電源接続箱 自復型遮断器付 １２４台 

８ トランペットスピーカ レフレックス型３０Ｗ 標準色 １８９台 

９ トランペットスピーカ ストレート型３０Ｗ 標準色 １７１台 

１０ トランペットスピーカ レフレックス型５０Ｗ 標準色 ５９台 

１１ 外部接続箱 ３型 アンサーバック音声交信用 １２４台 

１２ モーターサイレン制御部 Ｆ２Ｄ用 ９１台 

１３ モーターサイレン（継続利用可

能） 

ＳＢＧＭ７５０Ｐ（無指向） ２０台 

１４ モーターサイレン（継続利用可

能） 

Ｎ－ＢＱＲ－７Ａ（３方向）２．２

ＫＷ 

２台 

１５ モーターサイレン（継続利用可

能） 

ＶＱＲ－６Ｗ－７Ａ ３．７ＫＷ １台 

１６ モーターサイレン用制御盤 

（継続利用可能） 

０．７５ＫＷ～３ＫＷ ９１台 

 

【戸別受信局設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 戸別受信機 自動録音対応型 ロッド空中線 

乾電池付 

５０Ω－７５Ω ハイブリッド型 

１９，５００台 

２ 空中線 戸別受信機用ダイポール ２，０００基 

３ 空中線 戸別受信機用３素子八木型 ３００基 
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【ＣＡＴＶ連携設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

 センター設備   

１ 無線送受信装置   

２ Ｅ／Ｏ装置フレーム   

３ Ｅ／Ｏ装置   

４ Ｏ／Ｅ装置フレーム   

５ Ｏ／Ｅ装置   

６ アップコンバータ   

７ アッテネータ   

８ インピーダンス変換器   

 宅内設備   

１ ２分配器（１ｍ×２、４ＣＦＢ） 

（継続利用可能） 

ＣＡＴＶ入力分配用 ２，０００台 

２ ２混合器（継続利用可能） 外部アンテナ混合用 １，０００台 

 

【防災情報管理設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 防災情報サーバ  １台 

２ 瞬停対策用ＵＰＳ  １台 

３ ＫＶＭコンソール  １式 

４ 防災情報システム操作端末 

本体 

 １台 

５ 防災情報システム操作端末 

モニター 

 １台 

６ サーバーラック  １式 

７ プリンター  １台 

 

【複数メディア連携設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

１ 複数メディアサーバ  １式 

２ クライアントＰＣ  １台 

３ モニター  １台 

４ ＳＭＡＲＴ－ＵＳＰ  ＲＴ  １

５００ＶＡ １００Ｖ 

 １台 
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５ Ｈ Ｐ  Ｔ Ｆ Ｔ ７ ６ ０ ０  Ｇ ２ 

ＫＶＭコンソール 

※防災情報サーバと兼用 １台 

６ １９インチラック ※防災情報サーバと兼用  

７ ファイアーウォール ※防災情報サーバと兼用  

８ Ｌ２スイッチ ※防災情報サーバと兼用  

９ Ｌ３スイッチ   

 

【監視カメラ】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

 センター設備   

１ ネットワークディスクレコーダー  １台 

２ 増設用ＨＤＤ（４ＴＢ）  ９台 

３ Ｗｅｂサーバー  １式 

４ 認証サーバー  １式 

５ スイッチングＨＵＢ ０１３５ＲＺ５ １台 

６ メディアコンバータ ００２１Ｒ １台 

７ メディアコンバータ ００１９Ｒ ２台 

８ メディアコンバータ設置金具 ００５７Ｒ １台 

９ 無停電電源装置  １台 

１０ 無停電電源装置用 

ネットワークカード 

 １台 

 ＣＡ連携設備   

１ ネットワークビデオデコーダー  ３式 

２ ネットワークビデオデコーダー 

設置金具 

ＹＢＳＫＧ０２４ １式 

３ ネットワークビデオデコーダー 

設置金具 

ＹＢＳＫＧ０２５ １式 

４ ネットワークビデオエンコーダー  １式 

５ ネットワークビデオエンコーダー 

設置金具 

 １式 

６ 映像セレクター  １式 

７ 映像セレクター設置金具  １式 

８ 映像コンバータ  １式 

９ 映像コンバータ設置金具  １式 

１０ 映像スイッチャー  １式 
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１１ 映像スイッチャー設置金具  １式 

１２ フレームシンクロナイザー  ２式 

 監視カメラ設備   

１ ドーム型プリセット 

コンビネーションカメラ 

 １７台 

２ 取付金具  １７台 

３ スイッチングＨＵＢ  １６台 

４ スイッチングＨＵＢ設置金具  １６台 

５ メディアコンバータ ００１８Ｒ １０台 

６ メディアコンバータ ００２０Ｒ ５台 

７ メディアコンバータ設置金具 ００３７Ｒ １６台 

８ 無停電電源装置  １７台 

９ Ｅｔｈｅｒｎｅｔ避雷器  １６台 

１０ 電源制御ユニット  １６台 

１１ ブロードバンドルータ  １台 

１２ ブロードバンドルータ設置金具  １台 

１３ 耐雷トランス  １０台 

１４ 光接続箱  １０台 

１５ 収容盤  １０台 

 センサー、サブセンサー（６箇所）   

１ スイッチングＨＵＢ  ５台 

２ メディアコンバータ ００２１Ｒ ５台 

３ メディアコンバータ ００２０Ｒ １台 

４ メディアコンバータ ００１９Ｒ １２台 

５ メディアコンバータ ００１８Ｒ ４台 

６ メディアコンバータ設置金具 ００５７Ｒ ５台 

 

【気象観測】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

 センターデータ収容装置   

１ 観測データ収集サーバ  １台 

２ データ表示・蓄積装置  １台 

 ネットワーク機器   

１ ネットワーク機器  １台 

 気象観測局   
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 風向風速計 気象庁検定付 １台 

 温室度計（強制通風筒式） 気象庁検定付 １台 

 雨量計 気象庁検定付、ヒータ付 １台 

 気圧計 気象庁検定付 １台 

 データ処理装置  １台 

 ＵＰＳ  １台 

 雨量観測局   

 雨量計 気象庁検定付、ヒータ付 ３台 

 データ処理装置  ３台 

 ＵＰＳ  ３台 

 

【映像表示設備】 

Ｎｏ 機器名 規格 数量 

 業務用ＬＣＤモニター   

１ ９８Ｖ型４ＫＬＣＤ  １台 

２ 移動式スタンド  １台 

 ラック   

１ ＲＧＢ入力ＤＶＩ出力変換器  ４台 

２ Ｌ２スイッチングＨＵＢ  １台 

３ 演台２０Ｕ木扉黒  １台 

 

４．参加資格 

公告日において、南あわじ市契約規則第３条に定める工事契約に係る競争入札参加資

格者名簿に登録されている者で、次の要件をすべて満たしているものとします。  

⑴地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

⑵公告の日から最優秀提案者の特定の日までの間に、南あわじ市指名停止基準に基づ

く指名停止を受けていない者及びこれに準ずる措置を受けていない者であること。 

⑶会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手続開始の申立て、

又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申

立てがなされていない者であること。（会社更生法の規定に基づく再生手続開始の

申立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっ

て、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）  

⑷法人税、消費税及び地方消費税並びに南あわじ市内に本店・支店がある場合に  

は、本市の市民税・固定資産税に未納がない者であること。（徴収猶予の扱いを  
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受けている者を除く。） 

⑸事業の実施に際し、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること。  

⑹南あわじ市暴力団排除条例（平成２５年南あわじ市条例第１２号）第２条各号に 

規定される事業者ではないこと。（※資格要件確認のため、警察に照会する場合があ

ります。） 

⑺建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定による電気通信工事業に係る特定建

設業の許可を有すること。また、公告日時点における経営事項審査結果に関する電

気通信工事の総合評定値（Ｐ）が１，１００点以上であること。 

⑻令和７年４月１日から起算して過去１０年以内に国または地方公共団体と６０Ｍ

Ｈｚ帯デジタル同報系防災行政無線システム（親局設備及び屋外拡声子局設備を含

むこと）の構築業務を元請けとして契約を締結し完了した実績があること。（※同種

事業実績（様式第３号）提出） 

⑼近畿圏内（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県及び和歌山県）において本社・

本店（主たる営業所）または本社・本店より入札及び契約締結に関する委任を受け

電気通信工事業に係る建設業の許可を受けた支店・営業所（従たる営業所）を有す

ること。 

⑽建設業法の規定による監理技術者（電気通信工事）を専任で配置できること。なお、

配置予定技術者は、参加表明書提出の日以前において ３ヶ月以上の直接的かつ恒

常的な雇用関係にあること。 

 ⑾令和５・６・７年度南あわじ市競争入札参加資格者名簿「建設工事」に登録され、

競争入札参加者の資格を得ていること。（※南あわじ市一般競争（指名競争）参加資

格審査申請書の「競争参加資格希望業種表」で「電気通信工事」を選択しているこ

と。） 

 

５．実施スケジュール 

プロポーザルの実施に係る概ねのスケジュールは、次のとおりとします。 

➀ 公募開始 令和７年５月１５日（木） 

② 資料の閲覧及び配布期間 令和７年５月１５日（木） 

～令和７年５月２５日（日）  

③ 参加表明に関する質問書の提出期限 令和７年５月２０日（火）正午必着 

④ 参加表明に関する質問への回答期限 令和７年５月２２日（木） 

⑤ 参加表明書等の提出期限 令和７年５月２６日（月）正午必着 

⑥ 参加資格確認通知書の通知及び企画

提案書提出の要請 

令和７年６月４日（水） 

⑦ 参加資格がないとした理由の説明要 上記⑥通知日翌日から７日以内 
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求期間 

⑧ 質問書の提出期限 令和７年６月２０日（金）正午必着 

⑨ 質問に対する回答期限 令和７年６月２５日（水） 

⑩ 企画提案書の提出期限 令和７年７月２日（水）正午必着 

⑪ プレゼンテーション及びヒアリング 令和７年７月１６日（水）（予定） 

⑫ 優先交渉権者の特定 令和７年７月下旬（予定） 

⑬ 優先交渉権者との協議・交渉・見積

依頼 

令和７年７月下旬～８月上旬（予定） 

⑭ 仮契約 令和７年８月１３日（水）（予定） 

※提出書類については、期限内に提出してください。期限を過ぎて提出されたものにつ

いては、受理しません。 

 

６．資料の閲覧及び配布 

⑴配布期間  令和７年５月１５日（木）から 令和７年５月２５日（日）まで 

⑵配布方法  市ホームページよりダウンロードしてください。 

⑶閲覧場所  市危機管理部危機管理課窓口又は市ホームページ 

※ただし、提出期限の前日までとし、窓口での閲覧については、南あわじ市の休

日を定める条例（平成１７年南あわじ市条例第１０号）第２条第１項に定める

休日（以下「市の休日」という。）を除き、午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。 

 

７．参加表明に関する質問の受付及び回答 

参加表明の手続きに伴う本実施要領、仕様書及び様式に関する質問の受付及び回答

については、以下のとおりとします。 

提出期限：令和７年５月２０日（火） 正午必着 

（ただし、市の休日を除き、午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時までとし、提出期限の日は正午までとします。） 

提出方法：質問書（様式第１４号）を使用し、電子メール又はＦＡＸにより下記

まで送信してください。（口頭等は認めません。） 

送 信 先：担当事務局 

※送信後、必ず電話により受信確認をしてください。 

回答期限：令和７年５月２２日（木） 

回答方法：質問事項と回答事項を取りまとめた回答書を、南あわじ市ホームペー  

ジに掲載します。なお、回答書は本実施要領と一体のものとして同等 

の効力を持つものとします。 
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８．参加表明書の提出及び参加資格の確認等 

本プロポーザルに参加する者は、以下のとおり必要書類等を添えて参加表明書を提

出してください。 

⑴参加表明書等の提出 

・提出期限：令和７年５月２６日（月）正午必着 

       （ただし、市の休日を除き、午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までとし、提出期限の日は正午までとします。） 

 ・提 出 先：担当事務局 

 ・提出方法：持参又は郵送（簡易書留など配達記録が残るものに限ります）  

 ・提出部数：各書類 正本１部、副本１部 

・提出書類：別紙１「参加表明書提出時提出書類一覧」 

 

⑵プロポーザル参加資格の確認及び通知 

⑴において提出された書類等について、参加資格要件を満たしているか否かを審査・

確認し、その結果を参加表明書に記載のメールアドレスに電子メールで通知します。正

文については、別途郵送により送付します。 

・参加資格が認められない旨の通知を受けた者は、その理由について、通知の日の  

翌日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に書面（任意様式）により説明を求 

めることができます。 

・上記の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算  

して３日（市の休日を除く。）以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答しま 

す。 

 

⑶参加辞退 

 本プロポーザルの参加表明書を提出した後、参加を辞退する場合には、速やかに持参

又は郵送によりプロポーザル辞退届（様式第１３号）を担当事務局へ提出してください。 

 

９．企画提案に関する質問の受付及び回答 

企画提案に関する質問の受付及び回答については、以下のとおりとします。  

提出期限：令和７年６月２０日（金）正午必着 

提出方法：質問書（様式第１４号）を使用し、電子メール又はＦＡＸにより下記まで

送信してください。（口頭等は認めません。） 

送 信 先： 担当事務局 

※送信後、必ず電話により受信確認をしてください。 

回答期限：令和７年６月２５日（水） 
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回答方法：質問事項と回答事項を取りまとめた回答書を、全ての参加者に対し電子メ 

ール又はＦＡＸにより送付します。 

 

 

１０．企画提案書の提出 

企画提案書は、指定する日までに、以下により必要書類等を添えて事務局に提出し

てください。なお、提出された書類等は返却しません。 

⑴提出期限  令和７年７月２日（水）正午必着 

※ただし、市の休日を除き、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとし、提出期限の日は正午までとします。 

⑵提出方法  持参又は郵送（配達記録が残る方法） 

⑶提出部数  各書類正本１部、副本１０部 

        （Ａ３折込項の挿入を含めＡ４サイズにて統一） 

⑷提出書類  別紙２「優先交渉権者選考に係る企画提案書提出時提出書類一 

覧」を参照 

 

１１．企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリングの実施  

以下のとおり企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリング（以下「ヒアリン

グ等」といいます。）を実施します。なお、実施の詳細等については、後日参加者に通知

します。また、ヒアリング等は非公開とします。 

実 施 日：令和７年７月１６日（水）（予定） 

実施場所：南あわじ市役所 会議室（予定） 

出 席 者：１事業者３名まで 

実施内容：１事業者あたり６０分程度を予定 

（プレゼンテーション：２０分程度、ヒアリング：４０分程度を予定） 

説明資料：あらかじめ提出した企画提案書をもとに説明してください。（説明内容が著

しく相違又は逸脱した場合は、不適格とする場合があります。） 

機 材 等：ヒアリング等の際に機材等を使用する場合は、担当事務局へ事前に申し出

てください。なお、機材等のうち机、椅子、電源、スクリーン及びホワイ

トボードは、必要に応じて事務局で用意します。 

順  番：ヒアリング等の順番については、企画提案書の受付順とします。 

 

１２．選考要領 

⑴審査委員会 

本プロポーザルの特定に関する審査は、南あわじ市プロポーザル審査委員会条例

（平成２２年南あわじ市条例第４７号）に基づき、南あわじ市プロポーザル審査委員

会（以 
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下「審査委員会」といいます。）において実施します。なお、審査委員会は非公開と 

します。 

⑵審査基準等 

企画提案書及びヒアリング等の内容に関する審査項目及び審査基準は、別紙３

「審 

査項目及び審査基準の概要」のとおりとします。 

⑶審査方法 

審査は、提出書類の審査及びヒアリング等による審査とします。 

⑷選考方法 

①各審査委員の採点を集計し、合計点数が最も高い者を最優秀提案者とします。  

②集計した合計点数が同点の場合は、提案内容評価の合計点数が高い者を上位と  

します。また、提案内容評価の点数も同点の場合は、委員による多数決とし、同  

数となった場合は、委員長の決定によるものとする。 

③本プロポーザルに参加する者が１者となった場合でも選考は実施します。  

⑸審査結果 

審査結果については、書面により通知するとともに、南あわじ市ホームページで公

表します。なお、選考の過程は非公開とします。 

  ①最優秀提案者として特定されなかった者は、その理由について、通知の日の翌日

から起算して７日（市の休日を除く。）以内に書面（任意様式）により説明を求め

ることができます。 

②上記の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起

算して１０日（市の休日を除く。）以内に、説明を求めた者に対し、書面により回

答します。 

 

 

１３．契約の方法等 

⑴契約の締結 

上記１２により特定された最優秀提案者に対して、本業務の委託契約に係る優先交渉

権が与えられるものとします。最優秀提案者とは、速やかに企画提案書をもとに仕様

の詳細事項について協議し、その協議に基づいた内容について見積書の提出を求め、

契約を締結します。ただし、この契約は、議会の議決を経ることで契約の効力が発生

する仮契約となります。なお、この協議が不調となった場合、又は最優秀提案者が契

約締結するまでの間に下記１４の失格事由に該当した場合は、次順位の提案者（基準

点未満の者を除く。）と協議できるものとします。 

⑵契約保証金 

最優秀提案者は、契約の締結前に契約金額の１０分の１以上を契約保証金として納付
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しなければなりません。ただし、南あわじ市契約規則（平成１７年南あわじ市規則第

３９号。以下「契約規則」といいます。）第２７条第１項各号のいずれかに該当する場

合は、その全部又は一部の納付を免除することができるものとします。 

⑶契約書 

原則、本市が用意した契約書様式を使用するものとします。 

⑷その他 

その他の契約条件は、契約規則及び南あわじ市入札・契約事務取扱要領の定めるとこ

ろによるものとします。 

 

１４．失格事由  

次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、この件にかかる資格を失うものとします。 

⑴定められた期限内に企画提案書等必要書類（以下「提案書等」といいます。）が提出さ 

れなかったとき、又は辞退の申し出があったとき。 

⑵提案書等の内容が、この要領に定めた条件を満たしていないと認められるとき。  

⑶提案書等の記載内容に著しい不備があるとき、又は不正若しくは虚偽の記載があると  

認められるとき。 

⑷審査委員への接触や他の参加者との謀議などにより、審査及び審査結果に影響を及ぼ  

す恐れのある不正若しくは悪質な行為を行ったとき。 

 

１５．その他留意事項 

⑴参加報奨金は支払いません。（企画提案に要する費用の一切は、本プロポーザル参加  

者の負担とします。） 

⑵提出期限以降における提案書等の差し替え及び再提出は認めません。 

⑶提出された提案書等については返却しません。 

⑷提出された提案書等は、最優秀提案者の特定のために使用し、又は複製等をすること 

ができるものとし、提出者に無断でその他の目的のために使用することはできない  

ものとします。 

⑸提案書等の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本  

国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管  

理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加者が負うものとします。  

⑹提案書等の著作権は、南あわじ市に帰属することとします。但し、南あわじ市と随意

契約を締結しなかった参加者が提出した提案書等の著作権については、提出者に帰

属するものとします。 

⑺提案書等は、公平性、透明性及び客観性を期するために、南あわじ市情報公開条例

（平成１７年南あわじ市条例第１８号）に基づき、公表することがあります。ただし、

同条  
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例の規定に基づき非開示と判断する部分については、その限りではありません。  

⑻同一の参加者が、複数の企画提案をすることはできません。 

⑼最優秀提案者は、自らが暴力団等でないことについての誓約書を、契約の締結前に  

提出していただくこととなります。 

⑽本プロポーザルにおいて知り得た情報（周知の情報を除く。）は、本プロポーザルの目  

的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏洩してはなりません。 

⑾その他定めのない事項については、別途協議することとします。 
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別紙１ 参加表明書提出時提出書類一覧 

提出書類等 部数 

①プロポーザル参加表明書（様式第１号） 正１部、副１部 

②事業所概要（様式第２号） 正１部、副１部 

③同種事業実績（様式第３号） 

・主な実績を記載してください。 

・記載した事業の確認資料としてコリンズ実績データを添 

付してください。 

正１部、副１部 

④配置予定技術者の経歴調書（様式５号） 正１部、副１部 

⑤経営規模等評価結果通知書の写し 

 ・公告から契約予定日までの間に有効期限が到来するとき 

は、その満了日までに更新後の通知書を追加で提出して 

ください。 

正１部、副１部 

⑥納税証明書 ★ 正１部、副１部 

ア）国税＝（法人）その３の３「法人税」及び「消費税及び地方

消費税」について未納のない証明 

    （個人）その３の２「申告所得税」と「消費税及び地方

消費税」について未納のない証明 

イ）地方税＝証明日現在で、南あわじ市税に係る未納税額のない

証明 

※１ 地方税については、本社・本店又は委任を受けた支店・営

業所が南あわじ市にある場合のみ 

※２ 最新の納税証明書で納期が未到来の場合は、納期到来分の

未納の無い証明でも可 

 

 

※上記の図書を１セットとし、正１部及び副１部として調製してください。書類の用紙サ

イズは原則Ａ４判（Ａ３判による折込頁の挿入は可。） 

※ ★印の証明書は、証明年月日が参加表明書提出時以前の３ヶ月以内のもの（写し可）

を提出してください。 
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別紙２ 優先交渉権者選考に係る企画提案書提出時提出書類一覧 

提出書類等 部数 

①企画提案書（様式第４号） 正１部、副１０部 

②事業所概要（様式第２号※参加表明書提出時書類再添付） 副１１部 

③同種事業実績（様式第３号※参加表明書提出時書類再添付。

コリンズ実績データは不要） 

副１１部 

④配置予定技術者の経歴調書（様式５号※参加表明書提出時書

類再添付） 

副１１部 

⑤経費見積書（様式第６号） 

・整備工事にかかる経費（提案事業費はすべての仕様外の独自

機能を含むものとする） 

・令和８年度～令和１８年度の１０年間の保守にかかる経費 

正１部、副１０部 

⑥見積明細書（様式自由） 正１部、副１０部 

⑦施工体系図（様式自由） 

・元請業者、下請業者の体制、役割がわかるもの 

正１部、副１０部 
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別紙３ 審査項目等の概要 

種別 評価項目 評価細項目 審査内容 

企
業
評
価 

①会社・事業所

の概要 

会社・事業所の概

要 

事業所として信頼できる経営規模、履行

能力、財務状況等について評価します 

②工事実施体制 

工事の実施体制

及び配置技術者

について 

本工事の実施にあたり、円滑で住民及び

発注者への負担の少ない施工体制が構

築可能かについて評価します 

工事実施に必要な資格・技術・経験等を

有する技術者の配置について確認します 

工事の実施スケジ

ュール 

提案が本市の構想と合致しており、現実

的なスケジュールかについて評価します 

個人情報保護 
個人情報の取り扱いについて適切な体制

がとられているかについて評価します 

③仕様を満たし

ているか 

仕様書記載内容

の充足度 

本工事に対する基本的な考え方や実施

方法等のコンセプトに合致しているかにつ

いて評価します 

提 

案 

内 

容 

評 

価 

④防災行政無線

システムについて 

防災行政無線シス

テムの概要 

システム全体の妥当性、信頼性、可用性

について評価します 

付加機能、設計思想等で加点すべきもの

があるかについて評価します 

屋外拡声子局の

性能 

機能、堅牢性、可用性について評価しま

す 

付加機能、設計思想等で加点すべきもの

があるかについて評価します 

放送卓の操作性、

画面の見やすさ 

放送先選択時など簡易な操作で迅速に

実行できるか、また、直感的に操作が可能

か、最小限の操作で放送が可能か、誤放

送を防ぐ手段があるかといった項目につい

て評価します 

災害時の浸水対

策等 

災害時に受ける様々な外的要因に対する

耐性について評価します 

システムの継続性 
更新期間中の新旧システムの運用・切替

方法について評価します 

提案事業費の範

囲内で追加できる

仕様外の独自機

能等 

仕様にない機能で市の運用に有利な独

自機能があるかについて評価します  
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⑤戸別受信機に

ついて 

音量及び音量調

整について 

音量調整が可能で緊急通報時には最大

音量で放送されるか等について評価しま

す 

戸別受信機の操

作性等 

ボタンなどの大きさ、操作性、機能の表示

は良好かについて評価します 

また、有線共用機能について確認します 

提案事業費の範

囲内で追加できる

仕様外の独自機

能 

メーカー独自の機能、有利な構造などを

備えているかについて評価します 

⑥防災情報管理

システム 

について 

画面レイアウト、操

作性について 

情報が整理され見やすい画面となってい

るか、操作性は良好か、目的の機能まで

少ない操作でアクセスできるかなどについ

て評価します。 

提案事業費の範

囲内で追加できる

仕様外の追加機

能 

整備工事や運用面で市にメリットがあれば

加点します 

⑦防災カメラシス

テム 

ＣＡＴＶ連携機能 
システム構成の適当性、操作の簡易性に

ついて評価します 

庁舎内ＬＡＮ配信

機能 

庁舎内ＬＡＮから防災カメラの映像を特別

なソフトウェアを利用することなく確認でき

る機能や 

特定の端末からの、解像度・フレームレー

トの高い映像を閲覧できる機能の有無等

について評価します 

Ｗｅｂ配信の操作

性、見やすさ 

Ｗｅｂ配信画面の操作性はよいか、見やす

い画面となっているか等について評価しま

す 

カメラ制御部の機

能 

操作性は良いか、プリセット記録等が可能

か、カメラ操作時のＷｅｂ配信の更新制御

は可能か等について評価します 

録画機能 

すべてのカメラの映像を一定期間保存す

ることが可能か。録画した映像の再生はし

易いか。画面は見やすいか等について評

価します 

⑧市内業者の活

用 

市内業者活用の

具体性 

（整備時・保守時） 

更新工事及び戸別受信機の保守に対し

て市内業者を活用した具体的な提案があ

るかについて評価します 

⑨その他ＰＲポイ

ント 

提案事業費の範

囲内で追加できる

付加機能等 

市の構想に合致した追加機能等の提案

があるかについて評価します 
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⑩保守について 

保守体制（定期メ

ンテナンス、障害

発生時応急体制、

問合せ受付等） 

安定的な保守を実施する体制を構築でき

るかや緊急時には即時対応できる体制が

構築できるか 

また、既設システム業者との連携調整に対

してどのように考えているか 

戸別受信端末の

供給体制 

長期にわたって、大きな仕様変更のない

端末を供給できるか。また、価格は適当か

等について評価します 

研修・マニュアル作

成 

職員操作研修をはじめとした具体的な導

入指導計画について評価します 

⑪再整備工事に

かかる見積金額 

再整備にかかる金

額 

当該工事の実施において、効率的で適正

な見積金額となっているか 

⑫維持管理費用 

単年度及び１０年

間に必要な維持管

理費用 

保証期間等を考慮し、令和８年度からの１

０年間において必要な保守費用（想定額）

について、効率的で適正な見積金額とな

っているかについて評価します 

総合評価合計値 

 

 

 


